
※課税所得：地方税法に規定する収入から必要経費や各種控除を

差し引いた後の所得金額

・課税所得額１４５万円未満
・課税所得額１４５万円以上

（70歳～74歳国保被保険者それぞれ全員）

課税所得額１４５万円未満
課税所得額　１４５万円以上

市町村民税の課税所得判定後の調整控除

・課税年度の前年12月３１日時点で世帯主
・課税年度の前年12月31日時点で同じ国保世帯にいる19歳未満の方の前年中の合計所得金額（＊）が
38万円以下
（※）給与所得者については給与所得から10万円を控除して算定した合計所得金額）

上記２点該当の場合、市町村民税課税所得額から以下を控除
・16歳未満の国保加入者の数×33万円
・16歳以上19歳未満の国保加入者の数×12万円

（70歳～74歳国保被保険者それぞれ全員）

調整控除後の課税所得額１４５万円未満
調整控除後の課税所得額１４５万円以上

旧ただし書き所得の合計額による判定 ※旧ただし書き所得=保険料算定に用いる所得

（平成２７年１月以降、新たに７０歳になる方がいる世帯が該当） ※旧ただし書き所得（賦課標準額）=

「総所得金額等」-「基礎控除額(43万円)」

・旧ただし書き所得２１０万円以下  ※総所得金額等：総所得金額・株式の配当・譲渡

・旧ただし書き所得２１０万円以上 所得・長期・短期譲渡所得等の合計

（70～74歳国保被保険者全員の合計）

所得額　２１０万円以下
所得額　２１０万1円以上

基準収入額適用申請 ※申告なされており、個人課税台帳に収入額の登録あれば申請不要。

申請なし

収入額による再判定

・７０歳以上の国保被保険者が１人
・７０歳以上の国保被保険者が２人以上

７０歳以上の国保被保険者が２人以上
収入額５２０万円未満

収入額５２０万円以上

７０歳以上の国保被保険者が１人

収入額（単身）３８３万円未満

収入額（単身）３８３万円以上

特定同一世帯所属者がいない

特定同一世帯所属者がいる

収入額５２０万円未満
（特定同一世帯所属者含む）

収入額５２０万円以上
（特定同一世帯所属者含む）

３割負担

※特定同一世帯所属者: 後期高齢者医療制度の被保険者に該当したことにより、国民健康保険の被保険者資
格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後５年を経過
する月までの間に限り、同月以降継続して同一の世帯に属する者。

70歳から74歳までの負担割合判定フローチャート
市町村民税課税所得額による負担区分の判定

２割負担

２割負担

３割負担

２割負担

２割負担

申請あり

２割負担

３割負担

２割負担

３割負担


